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神奈川県立総合教育センター研究集録 35:51～62.2016  

 

神奈川の支援教育の成果に関する調査研究 
－ 教育相談コーディネーターの取組に焦点を当てて－ 

 

椎 野 裕 人１ 持 田 訓 子１ 山 本 美 織２ 金 森 万 美 江３ 田 中 恵 美４ 
本研究は、教育相談コーディネーターの取組に焦点を当て、校内支援体制の整備や支援の実態を捉えること

を通して、神奈川の支援教育の成果と課題を明らかにする。これまでに行ったアンケート調査及びインタビュ

ー調査に加え、今年度実施の高等学校教育相談コーディネーター座談会の内容から校内支援体制の現状や教職

員の支援教育に対する意識等を分析し、これからのインクルーシブ教育の推進に向けて、これまでの神奈川の

支援教育の取組を総括した。 

 

はじめに 

 

平成 26年 1 月に「障害者の権利に関する条約」が批

准されたことを受け、これからはインクルーシブな学

校づくりに向けて、障害の有無にかかわらず共に学ぶ

ための環境や教育システムを整備し、子どものニーズ

に応じた多様な学びの場を用意していくことが求めら

れる。神奈川県では、障害のある子どもたちに対する

教育の進むべき方向を「共に学び共に育つ教育」とし、

障害の有無にかかわらず、子どもたちが抱える多様な

教育的ニーズに適切に対応する「支援教育」を推進し

てきている。インクルーシブ教育の推進に向けて、こ

れまでの神奈川の支援教育を一度ここで振り返り、成

果と課題を明らかにする。児童・生徒を支える校内支

援体制や教職員の意識を再確認し、今後進んで行くべ

きインクルーシブ教育への歩みを確かなものにしてい

きたい。 

 

研究の目的 

 

国においては、特別支援教育を推進する特別支援教

育コーディネーターの配置が義務付けられている。本

県においては、より多様な教育的ニーズに対応してい

く支援教育の考え方を踏まえ、教育相談コーディネー

ター（以下、「ＣＯ」という。）としている。本研究で

は、支援教育の軸であるＣＯの取組に焦点を当てるこ

とで、校内支援体制の整備や子どもたちへの支援がど

のように進んできているのかを捉え、これからのイン

クルーシブ教育の推進に向けて、神奈川の支援教育の

成果と課題を明らかにしていくことを目的とする。 

 

 

１ 教育相談課 指導主事 
２ 教育相談課 指導担当主事 
３ 教育課題研究課 指導主事 
４ 教育課題研究課 指導担当主事  

 

 

研究の内容 

 

１ 神奈川県の施策について 

本研究の内容について具体的に述べる前に、これま

での本県の主な施策を振り返っておく。 

平成 26年１月の「障害者の権利に関する条約」批准

に向けて、文部科学省中央教育審議会初等中等教育分

科会は平成 24年７月に「共生社会の形成に向けたイン

クルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の

推進（報告）」を公表し、インクルーシブ教育の考え方

を示した。本県では、翌 25年 8 月に、神奈川の教育を

考える調査会から「神奈川の教育を考える調査会 最

終まとめ」が示され、インクルーシブ教育の推進が打

ち出された。平成 27年 10月に一部改訂された神奈川

県教育委員会（以下、「県教育委員会」という。）「かな

がわ教育ビジョン」でも、重点的な取組の中にインク

ルーシブ教育の推進が挙げられている。 

本県では、昭和 59年１月の神奈川県総合福祉政策委

員会総合政策部会提言「総合福祉政策の推進のために」

を受けて、障害のある子どもたちに対する教育の進む

べき方向として「共に学び共に育つ教育」を定め、障

害のある子どもたちに対して必要な教育を適切な場で

行う教育の実現を目指してきた。 

平成 14年３月には、これからの支援教育の在り方検

討協議会から「これからの支援教育の在り方（報告）」

が示され、障害の有無にかかわらず、全ての子どもた

ち一人ひとりが持つ自らの力では解決することが困難

な課題を「教育的ニーズ」として捉え、子どもたちの

抱える多様な教育的ニーズに適切に対応する「支援教

育」を推進してきている。 

さらに、平成 19年８月の県教育委員会「かながわ教

育ビジョン」で、誰をも包み込む、インクル－ジョン

教育が重点的な取組として挙げられ、障害があること

や国籍が異なることなどで、学ぶことに支障が生じな

いよう、必要な環境の整備を進めつつある。 

本県では多様な教育的ニーズに適切に対応できるよ

う、学ぶための環境や支援の体制を様々に整えてきた。
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主な取組は次の通りである。 

(1) 個別教育計画と支援シート 

平成５年度から通級による指導が始まり、子どもた

ちには、特別支援学校、特別支援学級、通級による指

導、通常の学級と多様な学びの場が用意されている。

本県では、特別な支援を受ける児童・生徒には、支援

シート（個別の教育支援計画）や個別教育計画（個別

の指導計画）を活用した取組が進められてきている。 

(2) 教育相談コーディネーター 

平成 19年３月に県教育委員会からリーフレット「支

援教育」が発行され、児童・生徒への関わり方につい

て、教員１人で解決しようとする「抱え込み型」から、

必要に応じて学校内外の人材や機関を活用する「役割

協働型」への転換が示され、このチーム支援の軸とし

てＣＯが位置づけられた。ＣＯの役割として、校内支

援体制の構築・運営や関係機関との連携、保護者との

協働が挙げられている。 

(3) スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カー 

 本県では、児童・生徒の心の問題の解決を図る目的

で、スクールカウンセラー（以下、「ＳＣ」という。）

が配置されてきた。中学校 178校に配置され、校区内

小学校にも対応してきた。県立高等学校・中等教育学

校は、拠点校方式により、全校が対象校となった。 

平成 21年度からは、児童・生徒を取り巻く環境に働

きかけて問題の解決を図る目的で、スクールソーシャ

ルワーカー（以下、「ＳＳＷ」という。）が県内の教育

事務所に配置され、小・中学校に派遣されてきた。県

立高等学校には平成 27 年度から地区ごとにＳＳＷが

配置されてきた。ＳＣやＳＳＷは、校内支援体制の軸

であるＣＯと連携し、児童・生徒の支援に取り組んで

いる。 

(4) 特別支援学校のセンター的機能 

 文部科学省は、平成 11 年告示の盲・聾・養護学校学

習指導要領において、「各学校の教師の専門性や施設・

設備を生かした地域における特殊教育のセンターとし

ての役割を果たすよう努めること」と規定した。平成

13年の「21世紀の特殊教育の在り方について（最終報

告）」、平成 15年の「今後の特別支援教育の在り方につ

いて（最終報告）」、平成 17年の「特別支援教育を推進

するための制度の在り方について（答申）」においても、

小・中学校等に対する支援などを行う地域におけるセ

ンター的機能が求められてきた経緯がある。 

そして、平成 19年に学校教育法が一部改正され、特

別支援学校のセンター的機能が規定された。文部科学

省は、平成 21年３月告示の特別支援学校小学部・中学

部学習指導要領において「小学校又は中学校等の要請

により，障害のある児童，生徒又は当該児童若しくは

生徒の教育を担当する教師等に対して必要な助言又は

援助を行ったり，地域の実態や家庭の要請等により保

護者等に対して教育相談を行ったりするなど,各学校

の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における

特別支援学校のセンターとしての役割を果たすよう努

めること」（幼稚部・高等部においても同趣旨が規定）

と示している。 

 本県では平成９年に「かながわ新総合計画 21」を策

定し、主要政策として、小・中・高等学校における障

害のある児童・生徒の教育の充実が挙げられ、小・中・

高等学校と養護学校等との連携の強化が図られること

になった。具体的には小・中・高等学校に在籍する特

別な配慮を要する児童・生徒に対し、養護学校等がも

つ障害児教育の専門性を生かした支援に取り組むこと

とされた。平成 13 年より、特別支援学校地域センター

推進協議会が設置され、情報交換や事例検討を行い、

地域支援の充実を図っている。現在は地域ブロック会

が設定され、地域のニーズにきめ細やかに応じられる

ようブロック展開が行われている。また、平成 20年か

ら県立特別支援学校に自立活動教諭（専門職）として、

作業療法士（ＯＴ）、理学療法士（ＰＴ）、言語聴覚士

（ＳＴ）、心理職が配置された。地域支援の専任化が進

み、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適

切な指導・必要な支援の充実など、特別支援学校のセ

ンター的機能の強化が図られている。 

 

２ 研究の方法 

 ＣＯの取組に焦点を当て、小学校、中学校、高等学

校、中等教育学校、特別支援学校におけるＣＯを軸と

した校内支援体制の現状や、教職員の支援教育に対す

る意識等を多面的に分析する。その際活用する調査及

び資料を次に示す（第１表）。 

第１表 本研究で活用する調査及び資料 

 

 

 

小

・

中

学

校 

 

 

調

査

１ 

方法：アンケート調査 

時期：平成 24年 

対象：県内の各教育事務所が所管する小学

校 283校、中学校 155校のＣＯ 

実施：神奈川県立総合教育センター（以下、

「総合教育センター」という。） 

 

調

査

２ 

方法：インタビュー調査 

時期：平成 25年 

対象：小・中学校 12名のＣＯ 

実施：筑波大学石隈利紀研究室・総合教育

センター 

 

 

高

等

学

校

 

 

調

査

３ 

方法：アンケート調査 

時期：平成 26年 

対象：県立高等学校・中等教育学校全 164

課程の管理職 

実施：県立学校長会議支援教育研究会・総

合教育センター 
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学
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調

査

４ 

方法：座談会 

時期：平成 27年 

対象：高等学校・中等教育学校８名のＣＯ 

実施：県立学校長会議支援教育研究会・総

合教育センター 

資

料

１ 

・教育局支援部学校支援課が集約した平成 

27年度の高等学校ＣＯの指名状況 

特

別

支

援

学

校 

資

料

２ 

・平成 26年度 神奈川県の特別支援教育 

資料 

資

料

３ 

・教育局支援部特別支援教育課が集約した

センター的機能の状況 

調査については、実施時期や対象、実施方法等が異

なるが、それぞれの調査から共通している質問項目を

抽出して検討した。一部、五件法の回答を二件法に照

らし合わせて解釈した。分析にあたっては、大阪教育

大学家近早苗教授に助言を依頼し、これまでのＣＯの

活動を振り返ることによって、神奈川の支援教育の成

果と課題を明らかにすることを目指した。 

 

３ 教育相談コーディネーターの取組に関する調査よ

り 

(1) 教育相談コーディネーターの養成状況 

 本県では、支援教育の軸になる教職員の養成に早く

から取り組み、総合教育センターで研修講座を実施し

てきた。小・中学校を対象に、平成７年度から「教育

カウンセラー養成講座」、「学校カウンセリング講座」、

続いて小・中学校、そして高等学校を対象に「学校カ

ウンセリング研修会」等を行い、平成 13 年度から「教

育相談コーディネーター養成研修講座」を実施してき

た。 

平成 16 年度からは全ての小学校・中学校・高等学

校・中等教育学校にＣＯが配置されている状態を目指

して指定研修として位置付け、現在は「教育相談コー

ディネーター養成研修講座１（小・中学校）」、「教育相

談コーディネーター養成研修講座２（高等学校）」とし

て実施している。 

小・中学校においては、平成 16年度から 27年度ま

での 12年間で 1,661名、高等学校・中等教育学校にお

いては、平成 27年度までに 716名の養成が修了してい

る。さらに１校に複数名の受講修了者を配置できるよ

うに養成を継続している。 

 特別支援学校については、学校内外におけるアセス

メントやコンサルテーションの知識・技能を持った教

員養成として、平成５年度から「スクールサイコロジ

スト養成研修講座」を実施してきた。そして「支援教

育推進者養成研修講座」、「地域センター担当者養成研

修講座」を経て、平成 26 年度からは「教育相談コーデ

ィネーター養成研修講座３（特別支援学校）」として実

施している。 

 養成後も、教育相談コーディネーターフォローアッ

プ研修講座、自己研鑽のための研修講座、県立学校教

育相談コーディネーター地区会議等において、ＣＯの

実践力の向上を図っている。 

(2) 教育相談コーディネーターの指名及び配置状況 

ア ＣＯの配置状況 

 現在、県内の公立小学校、中学校、高等学校、中等

教育学校では、全校でＣＯの指名が行われており、全

ての学校にＣＯが１名以上いるという体制が整ってい

る。 

 配置の状況については、校内でＣＯとして活動して

いる人数は、小・中学校では共に「１人」が最も多く、

割合は 70％以上になっている（第１図）。「２人」や「３

人以上」配置している学校は「メインとサブとして」

や「学年ごとの担当を決めている」というように役割

の分担がされているところが多かった（調査１）。 

 高等学校・中等教育学校の配置状況については、「２

人」や「３人」、「４人以上」の配置を合わせると「１

人」配置よりも多く、複数配置が進んできている状況

が見て取れる（第２図）。 

第１図 ＣＯの配置状況（小・中学校） 

 

第２図 ＣＯの配置状況（高等学校・中等教育学校）   
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複数配置の効果については、「１人では情報を集めき

れないが、複数だと集まりやすい」、「仕事を分担でき、

余裕ができた」、「きめ細かな対応ができる」など仕事

量に関する効果の他、「いろいろな考えを出し合える」、

「１人で抱え込まずに相談、協議しながら仕事を進め

られる」などＣＯ同士が相談できる良さについての記

述が見られた（調査１・３）。一方、１人配置について

は、「先生方と十分な相談時間が取れない」、「担任をし

ているので、他の学級の授業中の様子を把握しにくい」、

「時間に余裕が無く、子どもとの接触時間が少ない」

など時間の無さと、相談相手のいないことの不安につ

いての意見が見られた。こうした状況への対応として、

各学年に支援担当教員を置いていたり、管理職やグル 

ープリーダーがＣＯのサポートの役割を担っていたり

する学校があることが分かった（調査１・３）。 

ＣＯが複数配置される場合については、ＣＯ同士で

話をする時間の確保が難しく、学校全体の状況を把握

することが難しいという話が挙げられた（調査１・４）。 

イ ＣＯの担い手 

小・中学校共に「通常の学級担任」と「グループリ

ーダー」がＣＯを担っている学校が多かった。その他

には、小学校では「特別支援学級担任」が、中学校で

は「養護教諭」が担っている学校が多いという特徴が

あった（第３図）。 

 高等学校・中等教育学校では「担任」が最も多く、

「副担任」「総括教諭」と続いていることが分かった（第

４図）。なお、42％のＣＯが生徒支援グループに所属し

ていることが分かった（調査３）。高等学校・中等教育

学校では受講修了者の中でも、担任として多忙のため

ＣＯとして活動していない教員もいることが判明した

（調査３）。 

 

第３図 ＣＯの担い手（小・中学校） 

第４図 ＣＯの担い手（高等学校・中等教育学校） 

ウ ＣＯを担当している年数等 

小・中学校では、１年未満・２年未満と担当年数が

短い場合と、４年以上と担当年数が長い場合の二つに

分かれる傾向が見られた（第５図）。小学校では、通常

の学級担任のＣＯ担当年数は、１年未満・２年未満が

多く、合わせると 54％であった。特別支援学級担任は

４年以上担当する割合が 46％と高かった。養護教諭も

４年以上担当する割合は 38％と高かった。中学校でも、

通常の学級担任のＣＯ担当年数は１年未満・２年未満

が多く、合わせて 58％であった。４年以上担当する割

合が高いのは、学年主任、グループリーダーであった。

通常の学級担任は、ＣＯ担当年数が短い傾向があるこ

とが認められた（調査１）。 

高等学校・中等教育学校においては、ＣＯを担って

いる年代について、50 代が 60％以上を占めていること

が分かった（第６図）。 

小・中学校ではＣＯの担当年数が短いことも少なく

ないことから、校内支援体制の引継ぎが、高等学校で

はＣＯの役割の若手教員への引継ぎが、それぞれ課題

となっていることが予想される。 

第５図 ＣＯを担当している年数（小・中学校） 
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第６図 ＣＯの年代（高等学校・中等教育学校） 

(3) 教育相談コーディネーターの具体的な取組 

調査１・２と調査３・４からＣＯが様々な活動に積

極的に取り組んでいることが見て取れた。結果を次に

述べる。 

ア 校内支援体制づくり 

(ｱ) 情報の把握及び共有 

 子どもの状況の把握についての満足度は、小学校で

98％、中学校で 99％で、情報の把握が進んでいると言

えるだろう（第７図）。ＣＯが児童・生徒の状況の把握

をどのような方法で行っているかについてを見ていく

と、小学校・中学校共に、「日常の会話」、「情報交換の

会議」が 90％以上、「教員からの相談」が 80％以上と

多かった。これに、ＣＯが学級や授業を観察すること、

保護者からの相談を受けることが 50％以上で続いて

いた。また児童・生徒へのアンケートやチェックリス

トの活用もされるなど、ＣＯが様々な方法で、情報を

収集していることが明らかになった（調査１・２）。 

 高等学校・中等教育学校では、生徒情報の把握につ

いての満足度は 67％であった（第８図）。保健室に相

談に来る生徒の情報を得たり、養護教諭がＣＯの相談

役になっていたりなど、養護教諭と連携することで生

徒情報の把握が進んでいるという回答が見られた（調

査３）。 

(ｲ) ケース会議 

 ケース会議開催についての満足度は、小学校で 90％、

中学校で 81％であった（第７図）。ケース会議は、全

ての学校で実施されており、多くの学校が必要に応じ

て実施をしていた。定期的に行っている学校は小学校

20％、中学校 29％であった（調査１）。 

ケース会議の他にミニケース会議が行われていて、

「３人集まればケース会議」を合言葉に臨機応変に小

規模で実施しているところがあることも判明した。Ｃ

Ｏが積極的に教職員と対話して児童・生徒の話をし、

それがケース会議の機能を果たしているという意見も

あった（調査１）。 

 高等学校・中等教育学校では、ケース会議開催につ

いての満足度は 83％であった（第８図）。ケース会議

の他にも、全教職員による生徒情報交換会や人数を絞

ったコアメンバーによる会議などが行われていること

も明らかになった（調査３）。 

 
第７図 主な活動に関する満足度（小・中学校） 

 

第８図 主な活動に関する満足度（高等学校・中等教
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また、関係する教職員で共通の支援ができるように、

ケース会議の内容が報告されており、報告の場として

は、小・中学校では職員会議が約 60％で多く、中学校

では学年会での報告も 68％と割合が高いことが分か

った（調査１）。高等学校・中等教育学校においては、

ケース会議の記録を必ず回覧し、関係する教職員が当

事者意識を持って関われるようにしているという学校

があることが認められた（調査４）。   

これらのことから、ケース会議を開催して生徒情報

を共有し、支援を検討することが学校に定着したと言

える。 

ケース会議については、開催する時間の確保が難し

いことが課題として挙げられた。ケース会議の開催に

向けて、スケジュールの調整を積極的に行ったり、ケ

ース会議が情報の共有のみで終わってしまわないよう

に、進め方を構造化して時間の短縮を図ったりするな

どＣＯが様々に工夫していることが挙げられた（調査

１・４）。 

(ｳ) チームづくり 

 教職員のチームづくりについて、ＣＯは学校の状況

に応じて数々の工夫を行っている。 

 小・中学校では年度当初に、１人で抱え込まずにチ

ームで支援にあたることを全教職員で確認している学

校が多い。ＣＯは、悩みを１人で抱えずにチームで支

援に取り組むことに対する雰囲気づくりを行っていた。

また、周りの教職員から声を掛けられたら、まず話を

聴くなど、日頃から教職員との関係づくりにも力を入

れていた。さらに、児童・生徒の情報について、立ち

話や気付いた時点で教職員に声を掛けるようにしたり、

職員室で積極的に話題を取り上げるようにしたりして

いた。職員室で他の教職員がＣＯに相談しやすいよう

に、また情報交換がすぐにできるように、ＣＯの座席

の配置を工夫している例も見られた（調査１・２）。 

高等学校・中等教育学校では、ＣＯが配置されてい

ない学年の様子をＣＯが積極的に見に行ったり、学年

会に出向いて情報収集したりして、ＣＯが幅広い情報

収集と情報共有に力を入れていることが分かった。若

手教職員が保護者と面談をする際に同席したり、生徒

対応について気付いた時点で積極的に声を掛けるよう

にしたりするなど、若手教職員のサポートに力を入れ

ているといった意見もあった（調査４）。支援が必要な

児童・生徒の情報を管理職へ積極的に伝えていること

も分かった（調査３）。 

これらのことから、学校が１つのチームになるよう

に、ＣＯが日頃から様々な工夫を行っていることが分

かり、このようなＣＯの地道な活動が校内のチームづ

くりを推進していると考えられる。 

また、課題の１つとして、短時間勤務の再任用教職

員や非常勤の教職員等については、教職員同士で話を

したり、生徒との関係を作ったりする時間が少なく、

生徒理解や支援の方針について共有を図りにくいとい

う意見が挙げられた（調査４）。 

(ｴ) 研修及び情報発信 

研修会の企画・実施についての満足度は、小・中学

校共に 68％で、支援教育に関する情報提供についての

満足度は、小学校で 67％、中学校で 70％であった（第

７図）。研修会の企画・実施や支援教育に関する情報提

供については、ＣＯ以外の担当が行っている学校も多

く、研修の取組自体が少ないとは一概には言えない。 

 高等学校・中等教育学校については、アンケートの

自由記述に、生徒理解について教職員間で差があるこ

とや発達障害に関する理解を深めるための研修会が必

要であることについての意見が見られた。また、ユニ

バーサルデザインの視点を取り入れた授業等を行う体

制を作っていきたいという意見も見られた（調査３）。

生徒理解の研修等を継続的に行い、支援についての理

解を深めることや、組織的な関わりの必要性を周知し

ていきたいという意見も挙げられた（調査４）。   

情報発信については、「教育相談について」という保

護者向けの通信を作成したり、保護者向け、教職員向

けの「コーディネーター便り」を発行したりしている

例が小・中学校で見られた（調査１）。高等学校・中等

教育学校では、有効なソーシャルスキルトレーニング

の取組などの情報を広く集めたいという意見が挙げら

れた（調査４）。 

これらのことから、研修会の企画・運営と、情報の

収集・発信については、学校としてさらなる取組が必

要であるとＣＯが課題意識を持っていることが分かっ

た。 

(ｵ) スクールカウンセラー・スクールソーシャルワー

カー・学習支援員等との連携 

ＳＣや心の相談員等との協働についての満足度は、

小学校で 93％、中学校で 98％であった（第７図）。自

由記述の中には、学校だけでは解決が難しくＳＳＷと

連携して支援に当たったという記述が見られた（調査

１）。 

さらに、市町村によって状況は異なるが、支援が必

要な児童・生徒や学級・学年に学習支援員等が配置さ

れていて、教職員と協力しながら、子どもたちへの支

援が行われていることが分かった。学習支援員等との

協働についての満足度は、小学校で 95％、中学校で

89％であった（第７図）。 

高等学校・中等教育学校では、ＳＣとの協働につい

ての満足度は 84％であった（第８図）。ＳＣ来校日に

は必ず打合せの時間を設けるようにしているなどＣＯ

の工夫が見られた。また、ＳＳＷが配置されたことに

よって外部機関との連絡、調整がスムーズになったと

いうという意見も挙げられた（調査４）。 

イ 関係機関との連携（横の連携） 

 関係機関との連携についての満足度は、小学校で
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96％、中学校で 92％であり（第７図）、関係機関との

連携が進んでいることが分かった。小学校の主な連携

先は、市町村の教育相談センター（82％）、児童相談所

（71％）、通級指導教室（56％）、特別支援学校（53％）

であった。この他に、医療機関（39％）、教育支援セン

ター（適応指導教室）（28％）、県の教育相談センター

（25％）、福祉事務所（19％）とも連携していた。中学

校の主な連携先は、市町村の教育相談センター（79％）、

児童相談所（79％）、教育支援センター（適応指導教室）

（73％）であった。この他に、医療機関（50％）、特別

支援学校（45％）、警察（43％）、県警の少年相談・保

護センター（39％）とも連携していた。小・中学校共

に、様々な関係機関と連携していることが明らかにな

った（調査１）。 

高等学校・中等教育学校では、関係機関との連携に

ついての満足度は 48％であった（第８図）。連携先と

して、特別支援学校との連携を挙げている学校が多か

った（調査３）。 

課題として、どの機関との連携が有効なのかの判断

が難しいという意見や、複数の機関との連携により、

情報の共有に時間が掛かること、ケース会議の日程の

調整が困難という意見が挙げられた（調査１・４）。 

ウ 保護者との協働 

 保護者との協働についての満足度は、小・中学校共

に 95％であった（第７図）。保護者からの相談を積極

的に受けたり、面談を実施したりしていることが分か

った（調査１）。 

高等学校・中等教育学校では、支援の必要な家庭が

増えており、ニーズも多様化していることなどから、

全体の 37％の課程数（全日制・定時制・通信制）が保

護者との協働を課題として挙げていた（調査３）。 

エ 支援が必要な児童・生徒への支援 

支援が必要な児童・生徒への支援については、担任

や教科担当が中心に行うことが多いが、ＣＯが直接、

または間接的に支援に入っていることが分かった。教

員のサポートについての満足度は、小学校で 91％、中

学校で 81％であり（第７図）、ＣＯが直接その児童・

生徒を支えたり、担任や教科担当に支援の視点からの

アドバイスをしたりするなど、全体を見てサポートし

ている学校があることが分かった（調査１・４）。具体

的な支援の例は以下の通りである（第２表）。 

第２表 ＣＯが行っている支援が必要な児童・生徒へ

の具体的な支援の例 

小学校 ・支援が必要な児童に積極的に声を掛

ける。 

・登下校時の様子を見て、気付いたこ

とを担任に伝える。 

中学校 ・授業の様子を見に行き、声を掛ける。 

 

 ・保健室やサポートルームなどにいる

生徒に声を掛け、担任に様子を伝え

る。 

高等学校・ 

中等教育学

校 

・生徒に課題達成までのスモールステ

ップを示す。 

・生徒の困っている状況を、担任や教

科担当に分かりやすく説明する。 

オ 周囲の児童・生徒への支援及び学級づくり 

支援が必要な児童・生徒が学級にいる場合、当該児

童・生徒だけではなく、その周囲の児童・生徒や学級

全体への支援にもＣＯが活発に動いており、支援が必

要な児童・生徒について、周囲の児童・生徒や学級全

体に対してＣＯが積極的に理解や協力を求めているこ

ともあることが分かった（調査１・４）。具体的な支援

には次のようなものがあった（第３表）。 

第３表 ＣＯが行っている周囲の児童・生徒及び学級

づくりについての具体的な支援の例 

小学校 ・自分の困っていることを周りに伝え

ることが苦手な児童の気持ちを、周

囲の児童へ代弁する。 

中学校 ・支援が必要な生徒が感じている困り

や周囲の生徒に配慮してほしいこ

と等を、ＳＣや養護教諭から伝える

場を設定する。 

高等学校・ 
中等教育学 
校 

・仲間づくりや学級づくりがスムーズ

にできるように、担任に構成的グル

ープエンカウンターの資料を提供

する。 
・周囲の生徒の不満や負担に思う気持

ちを受け止める。 
カ 校種間連携（縦の連携） 

小学校と中学校との校種間連携については、児童・

生徒についての情報を連絡する会が開かれたり、中学

校の教職員が小学校に出向いて参観したりすることが

行われており、体制が整ってきている（調査１）。 

一方、中学校と高等学校の校種間連携については、

十分に進んでいるとは言えない実態がある。そのため、

高等学校のＣＯの中には、保護者の許可を得て、自分

から中学校に電話をしたり、出向いたりして、生徒の

情報を積極的に得る工夫をしている例もあった（調査

４）。 

高等学校・中等教育学校と大学等との校種間連携に

ついては、あまり行われておらず、今後はさらに連携

を進めていきたいという意見が挙げられた（調査４）。 

 そのほか、地区ごとにＣＯ連絡協議会等が行われて

おり、ＣＯ同士が顔の見える関係を築き、情報を交換

しながら、支援に関する知識やスキルを向上させてい

る。 



 

- 58 - 
 

キ 教職員の意識の変化 

ＣＯの配置による学校の変化として、小・中学校共

に 82％が「支援の必要な子どもに気づくようになった」

と回答していた（調査１）。 

 高等学校・中等教育学校では、以前は「ケース会議

を開いても、皆が顔を見合わせて黙り込む」、「情報共

有で終わってしまう」といった状況であったものが、

現在は担任からケース会議の開催を依頼されるように

なるなど、状況の変化が挙げられた（調査４）。 

 これらのことから、教職員の意識が、児童・生徒を

支援していこうという方向に変化していることが理解

できた。  

(4) 特別支援学校のセンター的機能 

平成 20 年度からの特別支援学校における教育相談

実施件数からは、校内相談件数は増加している一方、

校外相談件数は減少傾向にあることが見て取れた（第

９図）。 

校外相談とは、所属校以外の児童・生徒に関する電

話相談、来所相談、巡回相談である。所属別に見ると、

小学校が最も多く、次いで就学前、中学校と続いてい

る。平成 20年度からの７年間で見ると、小学校は大幅

に減少し、中学校も減少傾向にある。高等学校・中等

教育学校からの相談件数は年間 200件台を推移してい

る。就学前の相談も増加傾向にある。自立活動教諭（専

門職）が配置されるようになり、他の特別支援学校か

らの相談件数も微増傾向にあることが分かった（第 10

図）。 

 校外相談を主訴別に見ると、行動に関する相談、発

達に関する相談、学習に関する相談が多い。平成 20

年度からの７年間で見ると、行動に関する相談、学習

に関する相談は大幅に減少してきているが、発達に関

する相談は増加傾向にある。また、進路に関する相談

も微増傾向にあることが分かった（第 11図）。 

 これらのことから、特別支援学校は、地域の学校か

らの多様なニーズに応じながら地域センターとしての

役割を果たしていることが読み取れた。 

 

第９図 特別支援学校の教育相談実施件数 

 

第 10図 特別支援学校の校外相談 所属別件数 

 

第 11図 特別支援学校の校外相談 主訴別件数 

 

研究のまとめ 

 

１ 成果と課題 

本研究から見えてきた神奈川の支援教育の成果につ

いて、平成 27 年度に県教育委員会教育局インクルーシ

ブ教育推進課が示した３点「『支援教育』の理念は広ま

り、子どもたち一人ひとりの教育的ニーズへの気づき

が高まった」、「学校として、ケース会議の開催等、チ

ームで支援する体制の整備」、「全校での教育相談コー

ディネーターの指名」をふまえて整理し、「ア 全校で

の教育相談コーディネーターの指名と校内支援体制の

整備」、「イ 教育的ニーズへの気付きと対応」、「ウ 特

別支援学校のセンター的機能」とした。課題と合わせ

て、ここに示す。 
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(1) 成果 

ア  全校での教育相談コーディネーターの指名と校内

支援体制の整備 

(ｱ) 教育相談コーディネーターの指名と配置 

現在、全ての学校でＣＯが指名され、ＣＯが児童・

生徒を支える軸として校内の組織に位置付いているこ

とが調査１・３から分かった。このことは、神奈川の

支援教育の大きな成果である。校種を問わず、担任が

ＣＯを務めていることが多いが、担任としてクラス経

営を行いながら、一方で校内全体の児童・生徒の状況

を把握するのは相当困難なことであり、様々な工夫を

しながらＣＯを務めていることが推察される。その対

応として、小・中学校では、各学年に支援担当教員等

を置くことや管理職やグループリーダーがＣＯのサポ

ートの役割を担うなどの工夫がなされ、高等学校にお

いてはＣＯを複数配置にしているところもあった。こ

のように、ＣＯを支える体制が整ってきていることも

神奈川の支援教育の成果と考えられる。 

(ｲ) 校内支援体制の整備 

児童・生徒を支援する際、ケース会議を開催し、児

童・生徒の困っていることなど情報を共有し、支援方

針や具体策等を話し合うようになっていることが分か

った。また、ＣＯが日常のコミュニケーションの中で

教職員同士をつないでいることも、児童・生徒への支

援に結び付いていることが分かった。これらのことか

ら、担任が１人で抱え込まず、チームで支援に当たる

風土が学校に根付いてきたと考えられる。学校として、

ケース会議の開催等、チームで支援する体制が整って

きたことは、神奈川の支援教育の成果である。 

イ 教育的ニーズへの気付きと対応 

 ＣＯの配置、ケース会議の開催、ＳＣ・ＳＳＷの配

置などによって、児童・生徒の支援に関する体制は整

備されてきた。第７図及び第８図に見られるように、

ＣＯが取り組んでいる活動に対する満足度は、ほとん

どが 50％以上である。教職員からＣＯに対して、ケー

ス会議の開催を求める声が挙がるなど、教職員の意識

が、支援をしていこうという方向に変化していること

も調査１・２・４から分かった。ケース会議の開催な

どによって、児童・生徒の支援を重ねてきた中で、「困

った子」から「困っている子」へと教職員の視点が大

きく転換してきた可能性がある。支援教育の理念は広

まり、子どもたち一人ひとりの教育的ニーズへの気付

きが高まったと言えるだろう。 

ウ  特別支援学校のセンター的機能 

資料３から見ると、校外からの相談件数の減少傾向

が見られるが、これは小・中学校において、支援が必

要な子ども一人ひとりについて特別支援学校のセンタ

ー的機能を活用するのではなく、１人の子どもの支援

を共有し、一般化して校内で活用するようにしている

など校内支援体制が整ってきていることが理由の１つ

と考えられる。また、市町村など地域の中の相談機関

が充実してきていることも理由として考えられる。 

特別支援学校には平成 20 年度から自立活動教諭（専

門職）が配置されており、小・中学校や高等学校・中

等教育学校、幼稚園等に出向き、支援を行っている。

小・中学校では２校に１校が特別支援学校の巡回相談

を活用したことがあり、高等学校・中等教育学校では、

教育相談コーディネーター地区会議において、多くの

事例検討に共に当たるなど、特別支援学校が地域の中

の資源の１つとして根付いてきたと言える。 

これらア、イ、ウのことから、児童・生徒の多様な

ニーズに対応できるような体制が整い、個への支援は

充実してきたとまとめることができる。 

(2) 課題 

児童・生徒一人ひとりのニーズは多様化し、家族の

抱える問題など児童・生徒を取り巻く環境は複雑化し

ている。今後も児童・生徒の多様なニーズに応じるた

めに、校内支援体制の整備や関係機関との連携、校種

間連携については、さらなる充実が望まれる。人が替

わっても、支援の方法や技術がチームとして引き継が

れることが必要である。そのためには、ミニケース会

議の開催など、児童・生徒の実態や教職員集団に応じ

て柔軟に形を変えながら、校内体制を構築していくこ

とが今後はより重要になる。今後も、子どもたち一人

ひとりの教育的ニーズに気付き、その多様なニーズに

応じた支援を適切に行っていくことが期待される。 

特別支援学校のセンター的機能については、今後は、

障害の特性理解や具体的な支援方法などについての専

門的な助言だけではなく、学級づくりや授業づくりな

ど集団を意識した支援の方法などについての連携が望

まれる。特別支援学校の持つ専門性を生かした小・中

学校、高等学校・中等教育学校、幼稚園等との連携に

より、子どもたちにとって、より適切な支援の方法が

考えられていくことが大切である。 

児童・生徒の実態に応じて、特別支援学校や特別支

援学級、通級指導教室を活用できる仕組みが整えられ、

学習支援員・介助員等の配置やＳＣ・ＳＳＷの活用も

進んでいる。資料２からは、特別支援学校や特別支援

学級、通級指導教室等、多様な学びの場を利用する児

童・生徒数は増加していることが分かる。 

児童・生徒の多様なニーズに対応し、個への支援は

充実してきたと言える一方で、多様な学びの場を利用

する児童・生徒数の増加は、支援の必要な児童・生徒

が結果として別の場で学ぶことになったと推察される。

全ての児童・生徒が同じ場で共に学ぶための取組は十

分ではなかったと考えられる。このことは、今後取り

組んでいくべき課題の１つである（第 12図）。 
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第 12図 これまでの取組の成果と課題 

 

２ 今後に向けて 

本研究から改めて確認された成果と課題をふまえ、

今後より一層進めていくべき取組をここに挙げる。 

(1) 教育相談コーディネーターの複数配置 

ＣＯの複数配置には「情報が集まりやすい」、「きめ

細かい対応ができる」といったメリットがある。また、

校内の取りまとめや外部との連携などでは、経験を重

ねることで上手くいくことも多く、ＣＯはある程度の

年数を経験していくことが望ましいとも思われる。学

校によっては、ＣＯが固定化し過ぎてしまわないよう

に、メインのＣＯをローテーションで担当するように

したり、次を担う人材をサブで配置したりする工夫も

見られる。メインのＣＯが異動してもチームによる支

援が継続するように、複数配置などの工夫が望ましい。 

(2) 情報の把握及び共有 

ＣＯが複数配置であっても、ＣＯ同士で話をする時

間の確保が難しく、学校全体の状況を把握しにくいと

いう声があった。効果的な支援のために、教職員が児

童・生徒について話し合える時間の確保が望ましい。 

また、ケース会議で話し合われた内容を共有するこ

とは、支援が必要な児童・生徒へ共通の支援がなされ

ることに加え、同じように困っている他の児童・生徒

にも有効な支援策を見出すことにつながる。学校とし

ての支援の力を高めていくために、これらを共有し、

蓄積していくことが大切であろう。 

(3) ケース会議の工夫 

ケース会議については、開催する時間の確保が難し

いということが課題として挙げられた。ＣＯは、教職

員のケース会議への参加が積極的なものになるように、

運営の方法について様々な工夫をしている。具体例と

しては、ケース会議が情報の共有のみで終わってしま

わないように進め方を構造化することや、時間の短縮

を図ることなどが挙げられた。総合教育センターで実

施している教育相談コーディネーター養成研修講座の

中でも、ケース会議の演習について充実を図っている。

ケース会議の効率的な進め方については、それぞれの

学校の実情に応じて工夫が必要である。 

(4) 教職員のチームづくり 

 他の教職員から話しかけられやすい雰囲気を作り、

また自分からも積極的に他の教職員に話しかけるなど、

ＣＯが教職員間をつなぐ工夫をしている。このことが

チームづくりに大変役立っていることが明らかになっ

た。一方で、短時間勤務の再任用教職員や非常勤の教

職員などは、教職員同士で話をしたり、生徒との関係

を作ったりする時間が少ないため、生徒理解や支援の

方針について共有を図りにくいという課題がある。ま

た、経験年数の少ない教職員も増えている。教職員間

のチームづくりについては、ＣＯが中心となって教職

員をつないでいくことに加え、教職員が話しやすい雰

囲気づくりを管理職や総括教諭も積極的に進めていく

ことが必要だろう。 

 ＳＣ・ＳＳＷ・学習支援員等については、勤務の形

態や体制が様々で、情報交換をする時間の設定が難し

いなど課題はあるが、ＳＣ・ＳＳＷ・学習支援員等も

チームの一員として、連携を図りながら支援に取り組

んでいくことが大切である。 

(5) 研修及び情報発信 

児童・生徒への支援がより進むよう、研修会の企画・

実施や支援に関する情報提供がより一層必要になる。

研修会については、発達障害に関する理解をさらに深

めたり、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授

業を行ったりするための研修会の必要性を挙げるＣＯ

の声があった。情報発信については、「教育相談につい

て」という保護者向けの通信を作成したり、保護者向

け、教職員向けの「コーディネーター便り」を発行し

たりしている例があった。教職員の理解をさらに深め

るために、それぞれの学校の実情に応じた取組が望ま

れる。 

(6) 保護者との協働及び関係機関との連携 

保護者との協働について、難しさを感じている教職

員が高等学校・中等教育学校では少なくない。これに

ついて、ＣＯが相談場面に同席したり、担任が言いに

くいことを保護者に伝えたりするなど、担任を孤立さ

せないように、保護者との協働を支えている実態があ

る。小・中学校においても、経験年数の少ない教職員

が増えている。校種を問わず、保護者との協働につい

ては、チームで当たることが望ましい。 

児童・生徒一人ひとりのニーズは多様化し、家族が

抱える問題など児童・生徒を取り巻く環境は複雑化し

ている。日頃から保護者の思いや願いを分かろうとす

ること、児童・生徒の様子を保護者に丁寧に伝えるこ
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と、関係機関の活用について分かりやすく保護者に説

明することなどが教職員に求められる。関係機関との

連携については、役割分担の上、相互補完的な連携を

積極的に進めてほしい。 

(7) 校種間連携 

小学校と中学校との校種間連携は、義務教育である

ことや地域的に近いことなどからスムーズに行われて

いる。幼稚園・保育園と小学校との校種間連携につい

ても、情報連絡会が行われたり、支援シート（個別の

教育支援計画）が活用されたりするなど少しずつ連携

が進んできている。 

一方、中学校と高等学校との校種間連携は十分に進

んでいるとは言いがたい。県立高等学校は通学区域が

広く、中学校とは距離的に遠いということや、義務教

育ではなくなることが理由に挙げられる。また、高等

学校で心機一転、新たな学校生活をスタートさせたい

と考えている生徒の気持ちに教職員が配慮していると

も思われる。しかし、支援が引き継がれることによっ

て、より適切に対応できることも多いので、連携を進

める必要がある。 

また、高等学校と大学等との間の校種間連携につい

ても十分に進んでいるとは言えない。現在、大学にお

いては学生支援室の設置が図られてきており、支援体

制が整ってきているので、引継ぎなど連携を進めるこ

とが望まれる。 

校種間連携をスムーズに進める１つのツールとして

支援シート（個別の教育支援計画）がある。これは、

関係機関が適切な役割分担の基に、一人ひとりのニー

ズに対応して適切な支援を行うことを目的に作成され

るが、うまく活用されていない実態がある。支援シー

ト（個別の教育支援計画）の意義を本人・保護者に丁

寧に説明し、理解を得ながら共に作成をして、支援の

引継ぎに活用していくことが望まれる。  

(8) 共に学ぶ 

支援教育の理念は広まり、個々への支援体制は整っ

てきた。今後は全ての子どもができるだけ同じ場で共

に学ぶための取組が必要である。県教育委員会は、リ

ーフレット「かながわのインクルーシブ教育の推進」

の参考資料において、全ての子どもができるだけ同じ

場で共に学ぶことは、「子どもたちが相互に理解し合い

ながら社会性を養うことができ、また、子どもたちの

『人格と個性を尊重し支えあう力』や『互いの良さや

多様性を認め、協働する力』を育むことにつながる」

（神奈川県教育委員会 2015）と示している。このこと

の充実のためには、子ども同士が互いに学び合い、共

に達成感、充実感を味わえる「授業づくり」、互いに認

め合う人間関係づくりを大切にした「学級づくり」が

重要である。「家庭」や「地域」と連携しながら、全て

の子どもができるだけ同じ場で共に学ぶためのインク

ルーシブな学校づくりの推進が求められる。 

 

おわりに 

 

本研究では、ＣＯの取組に焦点を当てて、これまで

の神奈川の支援教育の成果と課題を見てきた。ここで

明らかになった成果や課題をふまえ、今後もＣＯを軸

とした支援体制を充実させつつ、より多様で柔軟な仕

組みを整備することが必要である。 

共生社会の実現を目指し、学校・家庭・地域・行政

それぞれが試行錯誤しながら、よりよい手立てを検討

し、積み重ねながら、全ての子どもができるだけ同じ

場で共に学ぶためのインクルーシブな学校づくりを進

めたい。そのためには、全教職員が当事者意識を持ち、

主体的に取り組むことが大切である。 

 本研究を進めるに当たり、ご指導ご助言をいただい

た大阪教育大学家近早苗教授に心から御礼申し上げた

い。 

 [助言者] 

 大阪教育大学  家近 早苗 教授 
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